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国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け

が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
加
入
者

の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い

た
国
民
健
康
保
険
税
の
ほ
か
、

国
・
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど
を
財

源
と
し
て
市
町
村
が
運
営
し
て
い

ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
医

療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
、
窓
口

で
自
己
負
担
さ
れ
た
分
を
除
い
た

残
り
の
医
療
費
は
、
国
民
健
康
保

険
か
ら
支
払
っ
て
い
ま
す
。
国
民

健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員
で
支

え
あ
っ
て
成
り
立
つ
制
度
で
あ
り
、

保
険
税
を
納
付
い
た
だ
く
こ
と
は
、

国
民
健
康
保
険
を
運
営
す
る
た
め

に
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
。
こ
の

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為

に
よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し
た
場

合
で
も
、
届
出
に
よ
り
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
で
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
が
医
療
費
を

立
て
替
え
、
あ
と
で
加
害
者
に
費

用
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
加
害
者
か
ら
医
療
費

を
受
け
取
っ
た
り
示
談
を
済
ま
せ

た
り
す
る
と
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
医
療
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
示
談
の

前
に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
自
損
事
故
の
場
合
は
、

一
般
的
に
は
給
付
対
象
に
な
り
ま

す
が
、
酒
酔
い
運
転
や
無
免
許
運

転
な
ど
の
悪
質
な
法
令
違
反
の
場

合
は
、
給
付
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
一
式

・
保
険
証

・
印
か
ん

・
交
通
事
故
証
明
書
（
警
察
か
ら

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
）※

後

日
で
も
可

□問
市
民
課
国
保
年
金
班

　
☎
（70）
０
３
３
４

　

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
資
格
保
険
料
課
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０
４
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３
０
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国
民
健
康
保
険
の
安
定
し
た
運
営

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
保
険

税
の
納
付
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
保
険
税
を
滞
納
さ
れ
て
い
る
方

は
短
期
保
険
証
に
な
り
ま
す

　

保
険
証
の
更
新
時
に
前
年
度
ま

で
の
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
場
合

に
は
、
通
常
の
保
険
証
よ
り
有
効

期
限
の
短
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
滞
納

さ
れ
て
い
る
保
険
税
を
完
納
い
た

だ
け
れ
ば
通
常
の
保
険
証
を
交
付

し
ま
す
。
こ
の
完
納
ま
で
に
有
効

期
限
が
切
れ
る
と
き
は
、
市
役
所

ま
で
保
険
証
の
更
新
の
た
め
来
庁

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
短
期
保
険
証
の
交

付
後
も
保
険
税
の
納
付
が
な
い
と
、

医
療
費
の
全
額
（
10
割
）
を
一
時

的
に
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

資
格
証
明
書
の
交
付
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◇
医
療
費
の
削
減
に
ご
協
力
を
！

　

市
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

数
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

始
ま
っ
た
平
成
20
年
度
以
降
、
１

万
６
千
人
か
ら
１
万
７
千
人
の
間

を
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
ま

す
が
、
年
間
の
医
療
費
の
国
保
負

担
分
は
年
々
増
加
し
て
い
る
状
況

に
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
の
増
加
が
続
け
ば
、
そ

れ
を
賄
う
保
険
税
も
上
げ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
保
険
税
の
負
担

を
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
加
入
者

一
人
ひ
と
り
が
健
康
に
気
を
付
け
、

ま
た
医
療
機
関
の
適
正
な
受
診
を

心
掛
け
る
な
ど
、
医
療
費
の
削
減

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
休
日
や
夜
間
の
受
診
は
避
け
ま

し
ょ
う　

・
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ

う・
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う　

・
薬
の
も
ら
い
す
ぎ
に
注
意
し
ま

し
ょ
う

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
上
手

に
利
用
し
ま
し
ょ
う

・
定
期
的
に
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う　
　

・
国
民
健
康
保
険
税
を
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

□問
市
民
課
国
保
年
金
班

　
☎
（70）
０
３
３
４

広 報

〈子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました〉
　国民年金に加入していた方が亡くなった場合は、亡くなった方によって生計
を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていま
したが、平成２６年４月以降、国民年金に加入されていた妻が亡くなった場合
に、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。
〈未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されました〉
　未支給年金（亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金）を受け
取ることのできる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶
者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、平成２６年４月以降、これま
での遺族の範囲に加えて、「それ以外の3親等内の親族（甥・姪、おじ・おば、子の配
偶者など）」まで広がりました。
▶新たに未支給年金を受け取れる遺族
・１親等＝子の配偶者、配偶者の父母
・２親等＝孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
・３親等＝曾孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、お
じ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
◇共通事項
▶手続方法＝市役所または千葉年金事務所に請求書を提出
※平成２６年４月１日以後の死亡が対象となります
□問千葉年金事務所　☎０４３（２４２）６３２０
　市民課国保年金班　☎（70）０３３４

　自宅を担保に自治体や銀行などの金融機関から借り入れ、原則として契約者が
死亡した後に、担保である自宅を売却する事で借入金を返済する仕組みの事です。
通常の住宅ローン（モーゲージ）では、借り入れ後に毎月借入金を少しずつ返済し
ていくので借入金は減っていきますが、リバースモーゲージでは逆に増えていく
のでリバース（逆）モーゲージと呼ばれています。
　リバースモーゲージは用途が限定されたものから自由なものまでさまざまで、融
資が受ける事ができなくなっても、生涯、担保となった自宅に住む事ができます。
　高齢者にとっては生涯住み慣れた家で安定した融資を得る事ができるのでメ
リットが大きいですが、良い事ばかりではありません。
　例えば融資期間中に利息を支払う商品の場合、長生きすればするほど支払う利息
が増えます。不動産の立地条件や規模や状況で融資額が異なり、希望通りの融資が得
られない事もあります。利用可能額を超えると新たな借り入れはできない為、限度額
を超えて長生きした場合、借り入れできなくなった期間の生活費の心配があります。
　どんな事も良い面ばかりが目についても、デメリットはあります。借り入れる時
は慎重に、計画的に考える必要があります。
◇５月の出張相談
２日㈮13時30分～15時
老人福祉センター「コスモス荘」
※訪問することもできますのでお気軽にご相談下さい

ねんきんナビ 地域包括支援センターだより高齢者の
相談窓口年金機能強化法が施行 ～リバースモーゲージとは～

◎高齢者の相談窓口として各種相談を受け付けています
□問地域包括支援センター　☎（70）０４３９　FAX （70）１０９３
　在宅介護支援センターおおあみ緑の里　☎（73）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街　☎（70）１６６６
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平成26年4月2日以降に
70歳の誕生日を迎えた方へ

誕生月の翌月から医療費の
窓口負担が２割に

国民健康保険一部負担金の
減免および徴収猶予

　70歳～74歳の方の窓口負担は特例措置により1
割負担でしたが、平成26年度から２割負担に見直
されることとなりました。
〈対象〉
　平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えた
方（誕生日が昭和19年4月2日以降の方）
〈2割となる時期〉
　70歳の誕生日の翌月の診療から2割になりま
す。
※各月の1日が誕生日の方はその月から2割
（例）平成26年4月2日～5月1日に70歳の誕生日を
迎えた方は、5月1日から2割負担になります。
▶注意
　現役並所得者（※）についてはこれまでどおり
３割負担です。
※同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上
の70～74歳の国保被保険者がいる方。ただし、70
～74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で
５２０万円未満、1人で３８３万円未満の場合は、
申請により「一般」区分（2割負担）の取り扱いとな
ります。
□問市民課国保年金班
　☎（70）０３３４

　国民健康保険法では、次のような事情がある場
合は、申請により一部負担金（医療機関等の窓口負
担）の減免および徴収猶予を受けられることがあ
ります。具体的な基準や減免等の期間、手続きな
ど、詳しい内容については、市役所市民課まで問い
合わせください。
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害に
より身体または資産に著しい損害を受けた場合
・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不
漁等により収入が著しく減少した場合
・事業の休廃止や失業等により収入が著しく減少
した場合
□問市民課国保年金班
　☎（70）０３３４

17,000

被保険者数（人）

被保険者数（年度平均） 一人当たりの保険給付費

保険給付費（円）

被保険者数と一人当たりの保険給付費
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16,700

16,600
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225,000
230,000
235,000

220,000
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210,000
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200,000
195,000
190,000
185,000

Ｈ
20
年
度

Ｈ
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年
度

Ｈ
22
年
度

Ｈ
23
年
度

Ｈ
24
年
度

Ｈ
25
年
度
見
込
み


